
 

令和５年度学校いじめ防止基本方針 

社会の要請・法制定の意義  

 

 

 

本 校 学 校 教 育 目 標  

 

 

 

本校の実態 

 いじめ問題への対応は，いじ

めだけに特化するものでなく，

子どもも大人も，人々が生きる

にあたっての直面する課題であ

る。 

 いじめの止まりやすい国であ

るかどうかは，その国の教育力

と国民の成熟度の指標となる。 

 日常生活の仕組や行為への私

的責任領域とそれを補う法制定

による公的責任領域が必要であ

る。 

自律する児童の育成 

 「やる気 元気 根気」を校訓

に夢や希望に向かって努力し，共

に生きる子どもを育成することを

目標に教育活動を進めている。 
 子どもたちは，明るく活発であ

る。あいさつや言葉遣い，友人へ

の接し方などについて積極的に指

導し，重大事態を未然に防ぐよう

努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目指す子ども像 

１ めあてをもち，ねばり強く努力する子 

２ 進んで学び，進んで表現する子 
３ 思いやりがあり，礼儀正しい子 
４ 元気で明るく，たくましい子 

    

いじめ防止対策推進法による いじめ防止に関する基本的な考え方・理念
 

鹿児島市のいじめ防止等の対策に 

【第13条】学校は，いじめ防
止基本方針又は地方いじめ防止
基本方針を参酌し，その学校の
実情に応じ，当該学校における
いじめの防止等のための対策に
関する基本的な方針を定めるも
のとする。 

【いじめの定義】（いじめ防止対策推進法 第２条） 
 「いじめ」とは，当該児童が在籍する学校に在籍している当該
児童と一定の人間関係にある他の児童が行う心理的又は物理的
な影響を与える行為であって，（インターネットを通じて行わ
れるものも含む）当該行為の対象となった児童が，心身の苦痛
を感じているものをいう。※学校の内外を問わない。 

○ 学校内外を問わず，いじめが
行われなくなるようにすること
を旨として取り組む。 

○ いじめは許されない行為であ
ることについて，児童生徒が十
分理解できるようにする。 

○ 市，学校，地域住民，家庭等
の連携の下，いじめ問題を克服
することを目指す。 

   

  

 

家庭・地域との連携  桜峰小学校いじめ対策委員会  関係機関との連携等 

〇ＰＴＡ 
〇校区公民館運営審議会 
〇学校評議員 
〇駐在所 
〇民生委員（各地域） 
〇児童通学保護員 
〇自治公民館長 

本会は,年間計画の作成･実行･検証･修正の中核である。 
1 日常的な関係者の会 
【校長，教頭，他全職員】(月１回以上） 

2 地域の関係者，第三者を加えた会 
【校長、教頭、生徒指導主任、民生委員,PTA役員等】(年２回) 

3 専門家等を加えた会 
【１に加え，スクールカウンセラー，いじめ相談員】(原則年１回) 

〇教育委員会（県・市） 
〇県いじめ問題対策連絡協議会 
〇市青少年問題協議会 
〇市いじめ対策検討委員会 
〇警察 
〇市児童福祉課  
〇県中央児童相談所 

  

    

 

  【いじめの防止】 
〇教職員の取組：分かる授業づくり，居場所作り，絆づくりを行いながら自己有用感を育てる。 
〇児童の取組  ：互いを認め合える人間関係・学校風土を児童自らが作り出す。 
〇保護者の取組：愛情を持って子どもに接し，子どもの自己肯定感や自己有用感を育む。 
〇地域の取組  : 子どもが生き生きと活動できる地域の風土や行事を作る。 

 
 

 

 【いじめの早期発見】 
〇教職員の取組：日常の観察や児童との触れあいを大切にし，気づいた情報を職員間で共有し合い，

児童の些細な変化に気づくための取組を積極的に行う。 
〇児童の取組 ：校内で起こっているいじめを黙認せず，重大な問題として担任等に知らせる。 
〇保護者の取組：家庭での子どもの変化やネットの使い方などを把握し，学校への連絡・相談する。 
〇地域の取組 ：児童の通学の様子を観察し，気になる点は学校や保護者へ連絡する。 

 

 【いじめに対する措置】 
〇教職員の取組：組織として対応し，事実を確認，記録，共有する。いじめは絶対にゆるされないと

いう姿勢で指導を行う。市教委，関係機関とも連携して解決を図る。 
〇児童の取組 ：自分たちの問題として，いじめが２度と繰り返されないよう話し合う。 
〇保護者の取組：学校と連携を図り，確認された事実を元に，子どもが抱えている気持ちを受け止

め，愛情と厳しさをもって今後のあり方を子どもと話し合う。 
〇地域の取組 ：学校と連携を図り，必要に応じていじめの加害者・被害者に対して，防犯パトロー

ル隊や子ども会組織による見守り体制を取る。 

 

 

 

教職員  ○生活指導連絡会 
教育相談 

    ○職員研修 
（校内，校外） 

児童  ○児童会 
 
保護者 ○登校指導 

○授業参観 

ＰＴＡ総会 
市   ○ＳＳＷ 

スクールサポーター 
○いじめ問題対策支援

     室相談員 
県   ○学校ネットパトロー

ル 
資料  ○いじめ対策必携 

○いじめ問題対応の手

     引き 
○市いじめ対策リーフ
 レット他 



【年間計画】   

月 月目標 取組･評価 実態調査 
道徳･特別活動･各

教科 

児童自主的

取組 

情報モラル

関連 
教育相談 職員研修 

４ 

学校や学級などの

きまりや目標を明

確に示す 

年間及び１学期活動計画

検討・取組チェックリス
トの確認 

 「いじめ問題を考え

る週間」の実施 

1年生を迎え

る会 

各教科にお

ける指導計
画の確認 

家庭訪問 学校基本方針の

確認 

５ 

いじめ防止の基本

的な考え方を理解

する 

ﾁｪｯｸﾘｽﾄによる評価（毎
月） 

PTA総会 

 道徳「公平公正社会
正義」「ニコニコ月

間の実施」 

   生徒指導連絡会 

６ 

児童の状況を把握

し適切な対応をす

る 

チェックリストによる評

価 

学校楽しぃーと

(1回目) 

「ニコニコ月間の実

施」 

   生徒指導連絡会 

７ 
夏休みの過ごし方

について指導する 

夏休み前指導   いじめ防止標
語の募集 

指導の反省 教育相談 1学期取組振り
返り 

８ 

２学期に向けて人

間関係や心理状態

を把握する 

県人権月間取組      生徒指導力向上

研修 

９ 

学校行事の成功に

向けて，学級を高

める 

学校いじめ対策委員会 県携帯ﾈｯﾄ利用

調査 

「いじめ問題を考え

る週間」の実施 

 DQワールド 

（５６年） 

 ネットいじめ対

応策 

10 

学級の人間関係を

把握し適切な対応

を行う 

チェックリストによる評

価 

学校楽しぃーと

(2回目) 

  DQワールド 

（５６年） 

 生徒指導連絡会 

11 

生徒の状況を把握

し適切な対応をす

る 

学校評価  道徳「親切，思いや
り」 

人権標語の募
集 

DQワールド 
（５６年） 

 生徒指導連絡会 

12 
相手の立場になっ

て考える心を育む 

冬休み前指導 

県人権週間取組 

 「人権週間」  指導の反省  2学期取組振り

返り 

１ 

３学期に向けて人

間関係や心理状態

を把握する 

チェックリストによる評
価 

学校楽しぃーと
(3回目) 

「いじめ問題を考え
る週間」の実施 

 DQワールド 
（５６年） 

 生徒指導連絡会 

２ 

進級や進学に向け

て人間関係を把握

する 

学校いじめ対策委員会  道徳｢規則の尊重」  DQワールド 
（５６年） 

個別面談 生徒指導連絡会 

３ 

来年度に向けて体

制の見直しを図る 

年間反省 
卒業前指導･春休み前指
導 

県問題行動等調
査 

 6年生を送る
会 

指導の反省  年間取組評価 

【重大事態への対応】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

いじめ問題に対する指導体制 

重大事態発生 

                         ↓ 発見，連絡・報告，情報提供 

担任・職員 

                                          ↓ 

    一報 
 教育委員会 

校長・教頭 必要に応じて 
          関係機関 情報収集と的確な指示 

               窓口の一本化               ↓ 

 報道機関への対応 緊急いじめ対策委員会（全職員） 

○迅速・正確な情報収集 

※秘密保持，確実な記録 

○的確な指示と早期対応 

 

    

被害児童への対応  
 
 

 
 

加害児童への対応  
 
 

 
 

傍観者への対応  
 
 

 
 

保護者への対応  
 
 

 
 

地域への対応 

担任 

養護教諭 

校長・教頭 

担任 

生活指導係 

養護教諭 

校長・教頭 

担任 

生活指導係 

養護教諭 

校長・教頭 

担任 

生活指導係 

校長・教頭 

生活指導係 

校長・教頭 

↓ 

                        解消 

                        ↓ 

                    継続指導・経過観察 

                        ↓ 

                    再発防止・未然防止策 


